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背景
【違反処理体制構築への転機】
違反処理に対する機運が一層高まっていた平
成25年４月、消防局内の方針で予防課内に査察
室が設置された。
当初の査察室は、副課長が査察室長を兼務し、
査察係長１名を配置し、「査察及び違反処理の
指導支援（実務は行わない）」を業務内容として
スタートした。
これまで本局には、防火対象物に関する管理
システム等はなく、各種調査、統計等はその都
度各署に依頼し、署ではその都度各個人が管理
しているエクセルファイルや関係台帳を開き集
計するなどアナログ的な手法に頼っていたが、平
成25年４月に神埼地区消防本部との統合を機

に、管理システムが導入され各署の実態が把握
できる環境が整った。
【査察体制の課題】
管内の防火対象物の査察実施状況について
は、システムが導入されるまでどのような対象物
にどの程度の間隔で行っているか把握できてい
なかった。また、全国の査察実施率と比較した
場合、管内の査察率は全国平均を大きく下回っ
ていた。
この要因の一つとして、査察の実施方法が、
数十年前からどのような対象物でも全ての項目
について細かく実施していたため、１件の査察
にかかる時間が多くなり、その結果、年間査察
件数が限られていたことが考えられた。

「違反処理体制・査察体制」
職員全員で取り組む予防業務体制の構築

佐賀広域消防局

「予防業務優良事例表彰」は、全国における各消防本部の予防業務の取組のうち他団体の模範となる優れたものにつ
いて表彰し、広く全国に紹介することにより、予防行政の意義や重要性を広く周知し予防部門のモチベーション向上
を図るとともに、各消防本部の業務改善に資することを目的として、消防庁において平成28年度から新たに創設さ
れたものである。
第１回の応募事例の中から、消防庁長官賞、入賞を受賞した事例について紹介する。

第１回　予防業務優良事例表彰

違反事例研修
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内容
【違反処理体制の考察と構築】
管理システムの導入により、設備の未設置違

反数などが常に把握できることとなったことか
ら、査察室としてどの程度の違反までを重大な
消防法令違反とするか判断する必要があった。
重大違反の考え方については、国は特定防火

対象物の３設備（屋内消火栓設備、スプリンク
ラー設備、自動火災報知設備）の未設置を重大
違反として違反是正を推進していたが、本消防
局としては、用途に関係なく、設備に「屋外消火
栓設備」を加え、未設置だけでなく過半違反や
機能違反についても重大な消防法令違反にする
こととし、この中で特定防火対象物を優先して
是正すればいいと考えた。
システムで抽出した結果、最初（平成25年４

月）の重大違反件数は表１のとおりであった。
次に、違反処理を行うとした場合に何が障害
となっているか、署員が必要としていることは何
なのかを整理することとした。
違反処理に係る内部規程や国の標準マニュア
ルでは、その流れなどが示されているが、事務処
理の具体的な方法については分かりやすいもの
ではなかった。また、標準マニュアルで示されて
いる事務の流れは、非常に煩雑となることから
各段階での事務の必要性について検討すること
とした。
その結果、法に基づく考え方、判断、違反内
容に基づく調査のやり方などは全て査察室が直
接指導することとし、違反調査書類の作成・照
会・決裁要領に重点を置いた独自の事務処理マ
ニュアルを整備し、違反処理を行う署員は機械
的に事務をこなすだけで違反処理を実施できる
こととした。
【各種マニュアルの整備及び周知】
査察規程には、警告前の違反状況に応じ署長
の判断で交付できる「勧告書」が規定されてい
るが、当時はこの「勧告書」さえハードルが高く
ほとんど交付されたことがなかった。
この状態では警告など期待できないことから、
まずは勧告書を意識せずに出せる体制の準備に

取り掛かった。『勧告も警告も同じ行政指導書』
という意識を広めるため、平成25年５月「勧告
書」交付に係る事務処理マニュアル及び「警告
書」交付に係る事務処理マニュアルを整備した。
この中で、「勧告書」は査察員の目視確認のみ
で交付できるものとし、「警告書」交付に係る事
務処理では実況見分や質問調書を不要とした。
また、上位措置への移行時期についても次のと
おり規定した。
⑴通知から勧告への移行
①�査察結果通知書に基づく改修計画が未提出の
場合
②�改修計画の不備により再提出を指示しても提
出されないとき
③�改修計画の改修予定日を経過しても是正意思
がない場合
⑵勧告から警告への移行
①�勧告事項の履行期限までに改修する意思がみ
られない場合
②�勧告事項の履行期限までに改修の見込みがな
い場合
③�その他継続指導によっては改修の見込みがな
い場合
⑶警告から命令への移行
①�警告事項が履行期限を経過しても履行されな
い場合で、その上位措置が違反処理基準表の
命令に該当する場合
②その他命令が必要と判断した場合
次に、マニュアルを整備しても職員に浸透す
るとは限らないことから、平成25年９月と11月
に、各マニュアルの説明会を開催し周知に努め

表１　重大違反件数（平成25年４月現在）

屋内消火栓設備 49棟
特定 9棟

非特定 40棟

スプリンクラー設備 ２棟
特定 2棟

非特定 0棟

自動火災報知設備 100棟
特定 60棟

非特定 40棟

屋外消火栓設備 20棟
特定 0棟

非特定 20棟
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た。また、「勧告書」や「警告書」は行政指導で
あり「査察結果通知書」と何ら変わらないこと
を強く訴えた。
その後、平成26年11月には「命令書」交付マ
ニュアル、「資料提出命令書・報告徴収書」マニュ
アルを、平成27年２月には「消防吏員による措
置命令」マニュアルを整備していった。また、シ
ステムで抽出した違反は、一覧表に整理し違反
是正の追跡を行うための資料とした。資料は、
用途・違反内容・是正状況が一目で分かるもの
とした。さらに、この資料では、経過等の詳細
が分からないことから各担当とのやり取りを記
録する議事録も作成した。この議事録は、各担
当との定期的なやり取りを記録し、指導が停滞
している場合は指導促進を行う資料とした（一

時、議事録数は150件に上った）。このように１
件ずつ細かく把握して徹底した指導につなげた。
上記により、違反処理に係る指導支援を図っ
たことで、勧告書を含む違反処理件数は図１の
とおりとなった。
さらに、違反処理も少しずつ定着していった
ことから、平成27年度からは特定防火対象物の
違反是正については勧告処理をせずに警告処理
することとした。さらに、特定防火対象物にあっ
ては違反覚知から６カ月以内に、非特定防火対
象物は１年以内に違反処理するよう指定した。
【査察体制の限界と改革】
システムの導入によりどのような対象物を査
察しているか、未実施期間はどの程度かなどが
分かるようになったことから、年間査察計画に
基づき詳細に査察計画を作成させ、随時実施率
の把握に努めた。計画については、前年までの
全国平均実施率を目標として１人当たりの件数
を指定するとともに火災危険が大きい対象物に
ついては毎年実施する体制とした。
しかし、今までの査察の方法は、消防法令に
適合しているか全項目について確認していたた
め、同じ方法では実施件数に限界があることか
ら査察の種類を表２のとおり設定した。また、
併せて査察する場合の人数についても指定した。
ここで、対象物によって査察の種類を決定す
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図１　勧告・警告発動件数の推移

本部と署の違反処理方針協議
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る判断は、「防火対象物定期点検報告」や「消防
用設備等点検結果報告」制度（以下「点検報告
制度」という。）を利用することで選定できるこ
ととした。
例えば、設備の点検が報告されない場合は全

項目を実施、設備の点検報告がなされ不備がな
ければ防火管理や避難施設のみを実施できるこ
ととした。
この理由として、年間計画では１人当たりの

査察件数を指定しており、１件に要する時間を
短縮しないと年間の査察の目標件数を達成する
のは難しいことから、点検報告制度を活用する
こととしたものである。しかし、この点検報告
制度の活用にあたっては、各点検報告の報告率
が悪く、結果的に避難施設などの部分的に実施
できる査察が限られていたため、まずは各点検の
報告率を上げる必要が出てきた。そこで、点検
が報告されていない防火対象物に一斉通知を行
い各点検報告の提出を求めた。

成果
【違反処理】
違反処理に係るマニュアル等の整備、職員研
修、査察室からの指導支援を行った結果、職員
の意識が向上、違反処理が積極的に実施される
ようになり、ほとんどの違反対象物は、警告処
理の段階で是正がなされるようになった。
毎年の是正件数は相当数を把握しているが、
新規違反が毎年発生していることから、違反総
数は図２のとおり緩やかな減少となっている。
【査察体制】
部分査察が少しずつ定着していき、査察件数
が上昇した。また、時間に余裕ができたことに
より、その時間を違反対象物の追跡調査に用い
ることができるようになった。同時に点検報告
の提出率が上がっていったのである。

おわりに
【現在の消防局】
現在、平成28年度当初の課題であった非特定
防火対象物を含めた命令発動については、既に
実施し是正に至った状況である。さらに、継続
していた重大違反対象物は、ほぼ是正がなされ、
新規違反の指導へと変わりつつある。
しかし、本局の査察体制及び違反処理体制は
始まったばかりである。今後は、この構築した
体制をさらに進化させ、どの職員がどの部署に
配属されても、効率的かつ効果的な予防行政が
継続できるような体制とすることで、公平、公正
な予防行政へとつなげていきたい。
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図２　重大違反件数の推移（特定・非特定防火対象物） 標識（公示）貼り付け

①総合査察 全項目を実施
②防火管理査察 法第８条部分のみ実施　
③消防設備査察 法第17条部分のみ実施　

④避難施設査察 廊下、階段、出入口、防火戸、避難
器具のみ実施　

⑤防炎物品査察 法第８条の３部分のみ実施
⑥条例関係査察 火災予防条例に係る部分のみ実施
⑦火気管理査察 法第９条部分のみ実施
⑧防災管理査察 法第36条にかかわる内容を実施
⑨繁忙期査察 中元・歳暮期に避難管理のみ実施

表２　査察の種類
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